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■用語の定義 

公募設置管理制度 

（略称：P-PFI） 

・ 平成２９年の都市公園法（昭和３１年法律第７９号）改正により創設

された、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象

公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園

路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改

修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度」

のこと。 

・ 都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法として

「Park-PFI」（略称：P-PFI）と呼称。 

＜P-PFIのイメージ＞ 

 

公募対象公園施設 ・ 都市公園法第５条の２第１項に規定する「公募対象公園施設」のこ

と。飲食店、売店等の公園施設であって、法第５条第１項の許可の申

請を行う事ができる者を公募により決定することが、公園施設の設置

又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の

利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの。 

例：カフェ、レストラン、売店、屋内子供遊び場、等 

特定公園施設 ・ 都市公園法第５条の２第２項第５号に規定する「特定公園施設」のこ

と。公園管理者との契約に基づき、公募対象公園施設の設置又は管理

を行うこととなる者が整備する、園路、広場等の公園施設であって、

公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の

一層の向上に寄与すると認められるもの。 

利便増進施設 ・ 都市公園法第５条の２第２項第６号に規定する「利便増進施設」のこ

と。P-PFIにより選定された者が占用物件として設置できる自転車駐車

場、地域における催しに関する情報を提供するための看板・広告塔。 



 

 

公募設置等指針 ・ P-PFIの公募に当たり、都市公園法第５条の２の規定に基づき、地方公

共団体が各種募集条件等を定めたもの。 

公募設置等計画 ・ 都市公園法第５条の３の規定に基づき、P-PFIに応募する民間事業者等

が公園管理者に提出する計画。 

設置等予定者 ・ 審査・評価により、最も適切であると認められた公募設置等計画を提

出した者。 

認定計画提出者 ・ 公園管理者が、都市公園法第５条の５の規定に基づき認定した公募設

置等計画を提出した者。 
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１ 事業の概要 

(1) 事業の名称 

   海峡ゆめ広場整備運営事業 

 

(2) 事業の趣旨・目的 

本事業地である海峡ゆめ広場（以下「本公園」という。）は、本市中心市街地に位置する都

市公園であり、下関駅、大型商業施設、文化施設等の公共施設、コンベンションセンター等

の都市機能に隣接する貴重なオープンスペースです。 

これまで、本公園は、馬関まつりや下関海響マラソンなどの大型イベントのメイン会場に

なるなど、年間を通じて市内外から多くの人が訪れ、利用する場として機能してきました。

更には、近年、本公園周辺でオフィスビルやマンションなどの積極的な民間投資が行われ、

周辺市街地の活性化につなげる様子がうかがわれます。 

本市では、海峡エリアや周辺まちづくりの将来的な方向性を示す「下関海峡エリアビジョ

ン」において、本公園周辺を多世代ウォーカブルエリアに位置づけております。本公園は、

下関駅と唐戸をつなぐ動線上、かつ、中心市街地とウォーターフロントをつなぐ動線上にあ

り、当該エリアの拠点の１つとなる大きな可能性を秘めた場所であるとともに、交流人口の

増加にも寄与するなど、本市中心市街地のまちづくりにおける役割は、今後一層高まるもの

と考えられます。 

本公園は、令和６年７月に新しい芝生広場として供用開始され、令和７年１月には隣接の

高層マンションが完工予定です。このエリアが下関一の都会的な空間として生まれ変わりつ

つある今、本公園の民間利活用を積極的に後押しすることで、日常的に賑わいがあふれ、市

民の活動や憩いの場となり、住みやすく、住み続けたくなるまちづくりの推進に向け、更な

る周辺エリアの価値向上を目指して、公募設置管理制度(Park-PFI)を実施します。 

 

(3) 海峡ゆめ広場の概要 

ア 所在地 

    下関市豊前田町三丁目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 公園位置図 
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  イ 公園面積 

    ８，３９９㎡ 

  ウ 都市計画上の規制 

    用途地域        ：商業地域 

防火地域及び準防火地域 ：準防火地域 

地区計画        ：海峡アイランド 21地区 

関門景観形成地域    ：下関都心 

 

(4) 事業範囲 

   事業者には、本公園において、以下の業務を行っていただきます。 

ア 公募対象公園施設の設置及び管理運営業務 

イ 特定公園施設の設計業務、建設業務、管理業務 

ウ 利便増進施設の設置及び管理運営業務（提案がある場合に限ります。） 

  エ 魅力向上・賑わい創出業務 

(5) 事業の費用負担及び役割分担 

表－１ 費用負担及び役割分担 

項目 公募対象公園施設 特定公園施設 利便増進施設 
魅力向上・賑わ

い創出業務 

設

計

・

施

工 

実施主体 認定計画提出者 ― 

費用負担 認定計画提出者 ― 

許可等 設置管理許可 占用許可 ― 

管

理

運

営 

実施主体 認定計画提出者 

費用負担 認定計画提出者 

許可等 設置管理許可 設置管理許可※ 占用許可 行為許可 

施設の所有者 認定計画提出者 ― 

※特定公園施設は、原則として認定計画提出者が所有したまま管理していただきますが、既存施 

設等と一体的に管理した方が適当と本市が判断した場合は、当該施設を無償で本市に譲渡してい

ただいた上で、直営管理する場合があります。 

 

(6) 事業の流れ 

ア 設置等予定者の選定 

本市は、応募者が提出した公募設置等計画の審査を行い、設置等予定者を選定します。 
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イ 公募設置等計画の認定 

本市は、設置等予定者の提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を

指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をします。 

なお、本市は、必要に応じ、設置等予定者との協議により、公募設置等計画を一部変更

したうえで認定する場合があります。また、本市は当該認定をした日、認定の有効期間及

び公募対象公園施設の場所を公示します。 

    公募設置等計画の認定後、公募設置等計画は認定計画となり、設置等予定者は認定計画

提出者となります。 

ウ 基本協定の締結 

    認定計画提出者は、公募設置等計画に基づき、本市との間で、協議のうえ、事業実施条

件や認定計画提出者の権利・義務等を定めた「基本協定」を締結します。 

エ 公募対象公園施設の設置・管理運営 

認定計画提出者には、都市公園法第５条に基づく設置管理許可により、公募対象公園施

設の設置及び管理運営を行っていただきます。 

オ 特定公園施設の設計・整備 

特定公園施設に係る設計及び整備は、認定計画提出者の負担において実施していただき

ます。 

  カ 特定公園施設の管理 

    特定公園施設については、整備後は、原則として認定計画提出者が所有したまま管理を

していただきます。 

キ 利便増進施設の設置・管理運営  

認定計画提出者には、都市公園法第６条に基づく占用許可により、利便増進施設の設置

及び管理運営を行っていただきます。 

  ク 魅力向上・賑わい創出業務 

    認定計画提出者には、本公園並びに周辺エリアの魅力の向上や賑わいの創出に繋がる事

業及び積極的な情報発信等を実施していただきます。 
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２ 公募対象公園施設等の設置等に係る事項 

(1) 公募対象公園施設 

ア 公募対象公園施設の種類 

公募対象公園施設は、都市公園法に定める都市公園施設のうち、飲食・物販施設などの

便益施設で、本公園の賑わい創出及び憩いの場の提供に資する収益施設を提案してくださ

い。なお、駐車場については、搬入車両用等の最低限の区画としてください。また、ドラ

イブスルーの設置は認められません。 

  イ 公募対象公園施設の整備に関する事項 

   (ア)  施設のデザインや配置計画、高さ等は、認定計画提出者の提案によりますが、景観

や周辺環境と調和したものとしてください。 

      また、都市公園は、一般公衆の自由な利用に供される公共施設であることから、特

定の利用者に限定される施設や、騒音の発生等により他の利用者による公園利用を著

しく阻害する、若しくは周辺住民に迷惑をかけるような施設は望ましくなく、こうし

た公園への設置がふさわしくない施設及び周辺街区と調和しない施設の提案は認めら

れません。 

   (イ) 公募対象公園施設は、公園周辺施設の立地を考慮し、公園利用者が快適に利用できる

施設・空間とし、機能的で安全な公園利用者の動線を確保してください。 

   (ウ) 公募対象公園施設は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、都市公園法、消防

法（昭和２３年法律第１８６号）、下関市都市公園条例（平成１７年条例第２８９号。

以下「都市公園条例」という。）、その他関係法令の規定に適合する常設の建築物等と

してください。また、関係機関等との協議や届出、検査等必要な手続きは遅滞なく行

ってください。 

   (エ) 公募対象公園施設は、ユニバーサルデザインに配慮し、都市公園の移動等円滑化整備

ガイドライン(平成２４年３月国土交通省)を遵守してください。 

   (オ) 施設や夜間照明等の配置については、死角や暗がりをつくらないよう、安全性に配慮

してください。 

   (カ) 室外機や設備機器等施設外部に設置する設備は、極力露出することのないよう目隠

しをする等、景観に配慮してください。 

   (キ) 公募対象公園施設の周辺には景観を阻害するもの(のぼり等)を設置しない等、景観に

配慮した計画としてください。 

   (ク) 施設に必要なインフラ(上下水道、電気、ガス等)は、認定計画者の負担にて整備して

ください。また、インフラ整備に伴い新たな引き込みを行う際は、各インフラ管理者

と協議を行い、負担金等が必要となる場合は、認定計画提出者が費用を負担してくだ

さい。 

   (ケ) 認定計画提出者は、公募対象公園施設の設計図書、工事工程表を本市に提出し、内容

について承諾を受ける必要があります。なお、設計の内容については、提案内容と相

違する場合や公園利用者の安全・利便の確保の観点等から修正を求める場合がありま

す。 
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   (コ) やむを得ない理由により、提案内容を変更する必要が生じた場合は、本市と協議のう

え、提案趣旨を逸脱しない範囲で変更できるものとします。 

 ウ 公募対象公園施設の管理運営に関する事項 

  (ア) 公募対象公園施設は、認定計画提出者が整備し、整備後も所有するものとします。 

  (イ) 公募対象公園施設の管理及び運営は、認定計画提出者の責任で実施するものとし、そ

れに係る費用は認定計画提出者の負担となります。 

  (ウ) 公園利用者が利用しやすく、安心・安全に配慮した管理・運営としてください。 

  (エ) 公園利用者の利便性を考慮し、原則通年営業を基本とします。 

  (オ) 営業時の音や振動、照明の照度及び営業時間については、周辺の環境に配慮してくだ

さい。なお、原則営業時間については制限しません。各施設の特徴に応じた営業時間

により運営を行ってください。 

  (カ) 公募対象公園施設の運営にあたり実施する事業は、次に該当するものは除きます。 

    ａ 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想さ

れる普及活動等 

    ｂ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に該当する業 

    ｃ 青少年等に有害な営業を与える物販、サービス提供等 

    ｄ 騒音や悪臭等、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為 

    ｅ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者

の活動 

    ｆ 上記の他、公園利用との関連性が低く、本市が必要とみなすことができないと判

断する行為 

  (キ) 公園内や周辺道路において通行利用者等に支障とならないよう対策をしてください。 

   （支障例） 

   ・施設利用者や公園利用者の待ち列による、歩車道へのはみ出し等 

   ・施設利用者が使用する自転車を周辺道路等へ放置すること 

   ・販売又は配布した物品の公園、道路への投げ捨て 

(ク) 公募対象公園施設が公園区域内にあることを鑑み、取り扱う商品やサービス、その価

格については、事前に本市の承諾を得ることとします。 

   (ケ) 施設に必要なインフラ(上下水道、電気、ガス等)施設は、認定計画提出者の負担によ

って管理・運営を行ってください。 

   (コ) 年間を通じ、円滑な管理運営が可能な従業員の配置体制とするとともに、災害・事故

発生時の危機管理に対応できる管理運営体制としてください。 

   (サ) アルコール飲料の提供は可能とします。 

   (シ) 提案いただいた運用については、本市と協議の結果、そのまま実現しない場合があり

ます。 

   (ス) 公募対象公園施設(便益施設)の運営は、認定計画提出者の提案により運営開始時期を

早めることが可能です。 
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エ 公募対象公園施設の場所 

図２に示す区域（200 ㎡～500 ㎡）内で、適当な設置場所及び範囲を提案してください。 

 

図２ 公募対象公園施設の場所 

オ 公募対象公園施設の建築面積 

   公募対象公園施設の建築面積は、400 ㎡を上限とし提案してください。 

カ 設置又は管理開始の時期 

   公募対象公園施設の設置管理許可は基本協定締結以降（令和６年１１月頃）となる予定で

す。施設の供用は令和８年３月末までに開始してください。 

キ 公募対象公園施設の使用料の額の最低額 

 公募対象公園施設の使用料の最低額は表－２のとおりです。認定計画提出者には、公募対

象公園施設の設置管理許可面積に対して、自ら提案した設置管理許可使用料単価を乗じた額

を、設置管理許可使用料として本市に支払っていただきます。なお、設置管理許可面積には

建築物の範囲以外に、カフェ等を設置した際のオープンテラス等の公募対象公園施設の利用

者に利用が限定される屋外部分の面積も含まれるものとし、設置管理許可面積の決定にあた

っては、設計協議を経て、認定計画提出者から最終的な計画内容を提出いただき、本市が精

査確認します。 

なお、認定計画期間の途中で、認定公募設置等計画に記載された使用料の額が、条例で定

める額を下回ることになった場合は、条例にて定める使用料の額を適用します。 

表－２ 公募対象公園施設の使用料の最低額 

区分 許可種別 年間使用料 対象面積 

公募対象公園施設 設置管理許可 ３，１２２円／㎡ 設置管理許可面積 
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設置管理許可使用料等は、年度毎に発行する納付書に従い、記載の納入期限までにお支払

いいただきます。 

  ク 収益の還元 

   本公園が公共施設であることから、公募対象公園施設で得られた利益について、市への還

元を提案してください。 

   (ア) 提案できる内容は、一定金額又は割合により、事業期間内で、１年度ごとに提案する

ことができます。なお、申請時の提案から減額の必要が生じた場合等、やむを得ない

場合は協議により変更可能とします。 

   (イ) 一定金額による提案の場合で、利益が提案の額を下回った対象年度については 、当

該利益の額を納付する額とします。 

   (ウ) 対象年度の翌年度に納付することとし、納期限は別途協議を行います。 

  ケ 固定資産税の課税対象 

   公募対象公園施設は固定資産税の課税対象です。 

 

(2) 特定公園施設 

  ア 特定公園施設の建設に関する事項 

   (ア) 公募対象公園施設の周辺に、休養施設や修景施設を１件以上整備してください。また、

本公園における利便性向上等に資するその他の公園施設（遊具等）の整備についても

提案することができます（任意提案）。      

なお、駐車場の設置については認められません。 

(イ) 特定公園施設の整備に要する費用は、認定計画提出者が全額負担することとし、原則

として、認定計画提出者が所有したまま管理運営を行ってください。 

(ウ) 特定公園施設の設置管理許可使用料は、当該施設が営利を目的とし、又は利益をあげ

る施設ではないことを本市が確認した後、減免します。 

(エ) 特定公園施設は、公募対象公園施設と一体的な建築物として整備しても構いません。

ただし、特定公園施設を公募対象公園施設と一体的な建築物として整備した場合は、

当該建築物のうち、特定公園施設の面積分を除いた面積が公募対象公園施設の使用料

の算入対象となります。 

(オ) 特定公園施設の設計にあたっては、ユニバーサルデザインに配慮し、都市公園の移動

等円滑化整備ガイドラインに基づいた設計としてください。 

(カ) 特定公園施設のデザイン、高さ、配置等は、景観や周辺環境と調和した設計としてく

ださい。 

(キ) 諸施設や夜間照明等の配置については、死角や暗がりをつくらないよう、安全性に配

慮してください。また、公園周辺施設の立地を考慮し、公園利用者が快適に利用でき

る施設・空間とし、機能的で安全な公園利用者の動線を確保してください。 

(ク) 施設の整備にあたっては、山口県による山口県土木工事共通仕様書、山口県土木工事

施工管理基準及び工事の施工に関する法令及び公的基準等に従って施工してください。

なお、仕様書等については最新版を採用してください。 

   上記に定めのない場合は、本市と協議のうえ、適切に施工してください。 
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(ケ) 認定計画提出者は、特定公園施設の設計図書、工事工程表を本市に提出し、内容につ

いて承諾を受ける必要があります。なお、設計の内容については、提案内容と相違す

る場合や公園利用者の安全・利便の確保の観点から修正を求める場合があります。 

(コ) やむを得ない理由により提案内容を変更する必要が生じた場合は、本市と協議のう

え、提案趣旨を逸脱しない範囲で変更できるものとします。 

 

(3) 利便増進施設 

  認定計画提出者は、任意で利便増進施設を次のとおり設置することができます。設置する施

設の種類、規模、設置場所等を提案してください。 

  ア 地域における催しに関する情報を提供するための看板又は広告塔 

   下関市屋外広告物条例（平成２０年法律第７７号）等の規定や基準を満たした場合に限り

設置することが可能です。 

  イ 自転車駐車場 

   園内にレンタルサイクルポートなど公園利用者に限定しない自転車駐車場を設置すること

が可能です。 

利便増進施設を設置する場合の占用許可使用料は以下のとおりです。 

表－３ 利便増進施設の占用許可使用料 

看板又は広告塔の表示 １，４００円／年（表示面積１㎡につき） 

公園利用者に限定しない自転車駐車場及び工作物 １，４００円／年（表示面積１㎡につき） 

   なお、認定計画期間の途中で、条例改正により使用料の額が改定され、認定公募設置等計 

画に記載された使用料の額が、条例で定める額を下回ることになった場合は、条例にて定め

る使用料の額を適用します。 

 

(4)  魅力向上・賑わい創出業務 

  ア 業務内容 

本公園並びに周辺エリアの魅力の向上や賑わいの創出に繋がる事業及び積極的な情報発

信等を実施してください。例:マルシェ等のイベントや SNS 等での情報発信など 

  イ 事業実施に当たっての留意点 

本公園の管理・運営については、令和７年度から別途公募により指定管理を導入する予

定です。基本協定締結後、事業計画の作成・実施に当たっては、本市や指定管理者等と十

分に協議の上、賑わいを創出できるよう年間のイベント計画を作成し実行してください。 

  ウ 行為許可に係る手続き及び使用料 

イベント等を開催する際は、必要な許可申請を行っていただくとともに、内容に応じて

都市公園条例に基づく使用料をお支払いいただきます。 

 

 

 



     

9 

 

(5) 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置 

  ア 関係法令の遵守及び利用者の安全性・快適性を考慮した管理運営 

   関係法令(都市公園法、都市公園法施行令(昭和３１年政令第２９０号)、都市公園法施行規

則(昭和３１年建設省令第３０号)、都市公園条例ほか行政関係法規、労働基準法(昭和２２年

法律第４９号)、労働安全衛生法(昭和４７年法律第５７号)ほか労働関係法規、食品衛生法(昭

和２２年法律第２３３号)その他関係法令)を遵守し、利用者の安全性及び快適性を考慮した

管理運営を行ってください。 

  イ 都市公園の環境の維持 

   公園利用者に快適な空間を提供するために、事業区域内の清掃や植栽管理等、日常的な維

持管理を行ってください。 

 

(6) 認定の有効期間 

  公募設置等計画の認定の有効期間は、基本協定の締結日から２０年間以内とします。 

なお、公募対象公園施設の設置管理許可期間は、許可日から１０年以内としますが、本市は、

当該期間内に認定計画提出者から設置管理許可の更新の申請があった場合は、上記認定の有効

期間内で許可を与えることとします。 

ただし、設置管理許可期間には、公募対象公園施設の設置や撤去(原状回復)の期間も含み、事

業を終了するときには、設置管理許可期間内に施設の解体・撤去(原状回復)を行っていただきま

す。なお、本市が必要と認めた場合、認定の有効期間の終了後においても、原状回復とせずに

設置管理許可を更新することもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 認定の有効期間 

 

 

 

 

 

 

工事着手 便益施設供用開始 営業終了
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３ 公募の実施に関する事項等 

(1)公募への参加資格  

ア 応募者の資格 

(ア) 応募者は法人(以下「応募法人」という。)又は法人のグループ(以下「応募グループ」

という。)に限ります。 

(イ) 応募グループで応募する場合は、応募手続きや公募設置等予定者となった場合の本

事業に係る諸手続き及び本市との調整・協議等における窓口役を担う代表法人(他の法

人は構成法人とする。)を定めてください。(以下応募法人又は応募グループの代表法人

及び構成法人を総称して「応募法人等」という。) 

(ウ) 応募グループで応募する場合は、公募対象公園施設の設計及び監理、建設、管理運営

及び特定公園施設の設計及び監理、建設、管理を実施する法人を定めてください。 

(エ) 応募法人又は応募グループの代表法人は、公募対象公園施設及び特定公園施設（以下

「公園施設等」という。）の建設・管理運営について、当該業務を遂行する責務を負う

こととします。 

(オ) 公園施設等の設計業務（施設の配置計画や空間構成・景観・意匠等に関する検討や設

計及び関係機関への提出書類の作成等）を行う者は、下関市建設工事等競争入札参加

有資格者名簿において、測量・建設コンサルタント部門の「建築コンサルタント」又

は「建設コンサルタント」に登録があることとします。 

   応募グループで応募する場合は、代表法人又は構成法人のいずれかの法人が同要件

を満たすこととします。 

(カ) 公園施設等の建築物の設計業務を行う者は、建築士法(昭和２５年法律第２０２号)第 

２３条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることとします。 

 応募グループで応募する場合は、代表法人又は構成法人のいずれかの法人が同要件

を満たすこととします。 

   (キ) 公園施設等の整備工事業務を行う者は、下関市建設工事等競争入札参加有資格者名

簿において、「土木一式工事」、「建築一式工事」又は「造園工事」に登録があり、かつ

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定に基づく、提案内容の規

模、業種に応じた特定及び一般建設業の許可を受けていることとします。 

      応募グループで応募する場合は、代表法人又は構成法人のいずれかの法人が同要件

を満たすこととします。 

イ 応募の制限 

    次に該当する応募法人は応募者となることができません。また応募グループの構成法人

となることもできません。 

(ア) 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する法人 

 (イ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生手続き開始の申立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に基づく再生手続き開始の申

立てをしている法人 

(ウ) 下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受け

ている法人 
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(エ) 下関市税及び国税を滞納している者。 

なお、下関市内に本社若しくは本店又は営業所を有しない場合においては、本店所在

地で市区町村税を滞納している者。 

(オ) 下関市暴力団員排除条例（平成２３年条例第４２号）第２条第１号に規定する暴力団

若しくは同条第２号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者及びこれ

らと密接な関係を有する者が代表者若しくは役員となっている法人 

(カ) 選定委員が経営又は運営に直接関与している法人 

ウ 応募条件 

応募法人等は、他の応募法人又は応募グループの代表法人若しくは構成法人となること

はできません。 

(2) 提供情報 

  ・公募設置等指針 

  ・基本協定書（案） 

・公園現況図 

  ・公園再整備計画図 

  ・既設埋設管位置図 

(3) 事業の継続 

  認定計画提出者がグループで事業を行う場合に、その構成法人が倒産する等し、事業継続が

困難となった場合には、認定計画提出者は事業を継続できる体制を構築し、速やかに本市と協

議してください。 

(4) 事業破綻時の措置 

認定された公募設置等計画の有効期間内に事業が破綻した場合、都市公園法第５条の８に基

づき、認定計画提出者は本市の承認を得て別の民間事業者に事業を承継させるか、認定計画提

出者の負担により公募対象公園施設等を撤去し、周辺の景観に配慮し、原状回復して返還して

ください。 

なお、認定計画提出者が公募対象公園施設及び特定公園施設の撤去・原状回復・返還を行わ

ない場合、本市は認定計画提出者に代わり、施設撤去等の原状回復工事を行い、その費用を認

定計画提出者へ請求します。 
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４ 公募の手続きに関する事項等 

(1) 日程 

  公募期間を令和６年６月２１日（金）から令和６年９月２７日（金）までとし、表－４に示

す各項目等をよく確認のうえ、必要手続きを行ってください。 

表－４ 公募スケジュール 

項目 時期 

公募設置等指針の交付 令和６年６月２１日（金）～ 

参加登録の提出受付 令和６年６月２１日（金）～令和６年８月２３日（金） 

質問書受付 令和６年６月２１日（金）～令和６年８月２日（金） 

公募設置等計画の提出・受付 令和６年９月２日（月）～令和６年９月２７日（金） 

プレゼンテーション 令和６年１０月中旬頃 

公募設置等予定者等の決定 令和６年１０月下旬頃 

公募設置等計画の認定 令和６年１１月頃 

基本協定締結 令和６年１１月頃 

 

(2) 応募手続き 

ア 公募設置等指針の交付 

公募設置等指針は、本市公式ホームページからダウンロードできます。また、窓口でも

交付します。      

    交付期間：表－４に示すとおり 

    交付窓口：下関市都市整備部公園緑地課 

    ＨＰアドレス：https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/76/114211.html 

イ 公募設置等指針に対する質問及び回答 

    本指針の内容に関して質問がある場合は、以下のとおり質問書を提出してください。 

回答内容については、本指針と同等の効力を持つものとします。 

   (ア) 質問 

使用様式：様式１「質問書」 

受付期間：表－４に示すとおり 

提出先 ：下関市都市整備部公園緑地課 

提出方法：電子メール 

アドレス：tskoenry@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 

※件名（subject）は「公募設置等指針 質問書」と記載してください。送信後、電話

により着信を確認してください。 

   (イ) 回答 

      受け付けた質問に対する回答は、随時本市公式ホームページに掲載します。 

なお、質問者の競争上の地位その他正当な利益の保護の観点から、不開示とすること

が妥当であると判断したものについては、質問及び回答を公表しない場合があります。 
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ウ 参加登録 

   本事業に応募される方は、必ず参加登録をしてください。 

参加登録は、応募法人等に限ります。個人での参加登録はできません。応募グループで公

募設置等計画等関係書類の提出を予定している場合は、代表法人及び構成法人のうちの１者

が代表して参加登録を行ってください。 

なお、公募設置等計画等関係書類の受付時においては、参加登録時の代表法人又は構成法

人が１者以上存在する場合に限り、代表法人の変更及び構成法人の追加・削除が可能です。 

   使用様式：様式２を用いてください。 

受付期間：表－４に示すとおり 

提出先 ：下関市都市整備部公園緑地課 

提出方法：電子メール 

アドレス：tskoenry@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 

※件名（subject）は「海峡ゆめ広場整備運営事業 参加登録」と記載してください。送信

後、電話により着信を確認してください。 

エ 公募設置等計画等の受付 

公募設置等計画等を以下のとおり受け付けます。 

公募設置等計画等は、以下の注意事項及び表－５に示す各項目に従って提出してください。 

使用様式：表－５のとおり（指定のない場合は任意様式） 

   提出部数：表－５に示すとおり 

受付期間：表－４に示すとおり 

受付窓口：下関市都市整備部公園緑地課 

住所：〒７５０－８５２１ 山口県下関市南部町１番１号 

提出方法：受付窓口へ持参又は郵送 

※郵送の場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、提出期

限内に到着したものに限り受け付けします。 

＜公募設置等計画等作成の注意事項＞ 

・ 公募設置等計画等の提出は１応募法人（１応募グループ）１提案とします。 

・ 公募設置等計画等関係書類の言語は日本語、単位はメートル法、通貨は日本国通貨を使用して

ください。 

・ 関係法令及び条例を遵守し、かつ本指針に記載された条件を満足するとともに、関係機関へ必

要な協議確認を行った上で公募設置等計画等関係書類を作成してください。 

・ 公募設置等計画等関係書類の作成及び提出に必要な諸費用は、応募者の負担とします。 

・ 公募設置等計画等関係書類の提出後の変更は認めません。 

・ 必要に応じて表－５に示す書類以外の書類の提示を求める場合があります。 

・ 公募設置等計画は、（１）～（７）と章を分け、Ａ３判横書き、左綴じとし、ページ番号を付

して提出してください。 

・ 公募設置等計画は、明確かつ具体的に記述してください。分かりやすさ、見やすさに配慮し、

必要に応じて図、表、写真、スケッチ等を適宜利用してください。 

・ 提出書類一式を電子データ化し格納したＣＤ－Ｒも１部提出してください。 
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・ 「副本」については、応募法人等の名称等が類推できる記載の外、応募者を特定できる表現は

しないでください。 

表－５ 公募設置等計画等関係書類一覧 

提出書類 様式 
提出部数 

正 副 

１ 応募申込書 

(1) 応募申込書 様式３ 1 部 1 部 

(2) 誓約書 ※グループ応募の場合は委任状（様式４－２） 様式４－１、２ 1 部 1 部 

(3) 事業実施体制表 様式４－３ 1 部 1 部 

(4) 事業実施体制表添付資料 

ア 一級建築士事務所登録を証する書類の写し 

  イ 建設業許可書の写し 

－ 1 部 1 部 

２ 応募制限関連書類 

※応募グループにあっては、代表法人及び構成法人のすべてについて提出 

(1) 定款 － 1 部 1 部 

(2) 法人登記簿謄本及び印鑑証明書 － 1 部 1 部 

(3) 役員名簿 様式５－１ 1 部 1 部 

(4) 過去２年間の納税証明書 

（法人税、法人市町村税、固定資産税、消費税及び地方 

消費税） ※未納がない証明でもよい。 

各種証明書 1 部 1 部 

(5) 財務諸表 

「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書（純

資産変動計算書）、キャッシュ・フロー計算書（作成して

いる法人のみ）、注記等」（直近３年間）の写し 

※有価証券報告書を提出している場合は該当箇所の写し

でもよい。 

※連結財務諸表作成会社については、連結財務諸表、単

体財務諸表 

関係法令に 

定める様式 

1 部 1 部 

(6) 事業報告書・事業計画書等 

※有価証券報告書を提出している場合は該当箇所の写し 

でもよい。 

関係法令に 

定める様式 

1 部 1 部 

(7) 財務状況表 様式５－２ 1 部 1 部 

３ 公募設置等計画 

公募設置等計画 表紙 

(1) 全体計画 

ア 事業の実施方針 

  イ 地域活性化への貢献 

ウ 事業実施体制 

様式６－１ 

様式６－２ 

１部 

１部 

10 部 

10 部 
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  エ 施設の配置計画 

  オ 事業スケジュール 

(2) 公募対象公園施設に関する整備計画 

ア 公募対象公園施設の設置及び管理の目的 

  イ 公募対象公園施設の概要 

  ウ 公募対象公園施設の工事の時期、実施方法、設置・管

理の期間 

  エ 関連図面 

様式６－３ １部 10 部 

(3) 特定公園施設に関する整備計画 

  ア 特定公園施設の設置及び管理の目的 

  イ 特定公園施設の概要 

  ウ 特定公園施設の工事の時期、実施方法、設置・管理の

期間 

  エ 関連図面 

様式６－４ １部 10 部 

(4) 施設の管理運営計画 

  ア 公園の賑わい向上や集客につながる企画の考え方 

  イ 運営管理の方針 

  ウ 維持管理の方針 

  エ リスク管理や事業継続性 

様式６－５ １部 10 部 

(5)  魅力向上・賑わい創出業務に関する提案 

  ア 魅力向上業務の概要 

  イ 事業の継続性 

  ウ 近隣住民、市民等への配慮 

 様式６－６ １部 10 部 

(6) 投資計画及び収支計画 

  ア 投資計画・資金調達計画 

  イ 収支計画 

様式６-７-１ 

様式６-７-２ 

１部 10 部 

 (7) 価格提案書 様式６－８ １部 10 部 

 

オ 事務局 

下関市都市整備部公園緑地課管理係 

住 所：山口県下関市南部町１番１号 

   電 話：（代表）083-231-1111（内線：3862） （直通）083-231-1933 

   F A X：083-231-1919 

   メールアドレス：tskoenry@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 

カ 受付時間 

   全ての事務取扱は、土日祝日を除く８時３０分から１７時までとします。 

 

 



     

16 

 

キ 審査方法等 

(ア) 審査の流れ 

提出された全ての公募設置等計画等について、法第５条の４第１項に基づき、以下の点

について審査します。 

    ａ 参加資格の審査 

応募者が、資格等を満たしているかを審査します。 

参加資格確認の基準日は、公募設置等計画等の受付期間最終日とします。 

    ｂ 法令遵守に関する審査 

      公募設置等計画の内容が法律、条例等に違反していないことを審査します。 

    ｃ 公募設置等計画等関係書類の審査及び評価 

     (ａ) 公募設置等計画が本指針に照らし、適切なものであることを審査します。審査の

内容は以下のとおりです。 

       ・公募設置等計画が、本指針で示した目的や場所等と適合していること 

       ・記載すべき事項が示されていること 

       ・認定期間中の建設・運営の確実性が、提出された客観的な資料により見込める

こと 

(ｂ) 審査の結果、誤字、脱字、記載誤り、計算誤り等の内容の変更を伴わず、提案内

容への影響が軽微なもので、事務局の修正・補正要求に応じられるものは、公募

設置等計画の一部差し替え等の修正を認めます。 

(ｃ) (ａ)により適切であることを認められた公募設置等計画について、以下の(イ)に

示す選定委員会において、以下の(ウ)で示す評価の基準に沿って評価し、最優秀提

案及び次点提案を選定します。なお、審査基準の項目のうち、合計点が満点に対

して６割未満の場合は、最優秀提案及び次点提案として選定しません。応募者が

１者のみの場合においても、合計点が満点に対して 6 割未満の場合は選定しませ

ん。 

       応募者には選定委員会において、提案内容に関するプレゼンテーションを実施

していただきます。ただし、プレゼンテーションは公募設置等計画の具体性や実

現性などについて補足の説明や質疑を行うために実施するものであり、プレゼン

テーションで公募設置等計画に記載のない新たな提案を行っても、その内容は評

価対象としないものとします。 

        なお、プレゼンテーションの際は、公募設置等計画の副本と同様に応募法人等

の名称等が類推できる発言の外、応募者を特定できることはしないでください。 

       プレゼンテーションの日時、場所等は、事務局から連絡します。 

(イ) 委員会の設置 

公募設置等計画の審査は、表－６に示す選定委員会が行います。 

選定委員会の委員は以下のとおりです。 
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表－６ 選定委員会 委員 

 氏 名 分 野 所 属 

会長 竹内 裕二 まちづくり 下関市立大学教授 

副会長 鈴木 春菜 土木計画 山口大学大学院准教授 

委員 河村 啓二 財務・経営 山口県中小企業診断協会 

委員 津野 貴史 行政 下関市産業振興部長 

委員 山上 直人 行政 下関市都市整備部長 

   (ウ) 評価の基準 

本市は、提出された公募設置等計画について、表－７に示す評価項目に沿って評価を行

います。 

表－７ 評価項目・内容 

評価項目 評価の視点 配点 

事業全体の実施方針 

本事業の趣旨・目的を理解した提案となっているか。 

20 点 
本公園の特性等を踏まえた事業運営の基本的な考え方が

あるか。 

事業実施体制 

応募法人等の役割分担・実績・財務健全性は適切であるか。 

10 点 
業務の実施体制、緊急時の連絡体制、人員の配置は適切で

あるか。 

事業計画 

資金計画、収支計画は適正であるか。 

15 点 

事業撤退等に至ると想定されるリスクとその対応方針が

示されているか。 

収益還元の方法、金額は妥当か。 

施設の整備計画 

（公募対象公園施設） 

（特定公園施設） 

本公園の魅力向上につながる施設整備計画となっている

か。 

30 点 周辺環境と調和した施設配置計画となっているか。 

ユニバーサルデザインに配慮したデザインや設計となっ

ているか。 

魅力向上・賑わい創

出業務 

本公園並びに周辺エリアの魅力向上･賑わい創出に繋がる

提案となっているか。 

20 点 事業期間にわたり継続可能な提案となっているか 

事業の実施時における近隣住民、市民への配慮がなされた

提案となっているか 

提案価格 公募対象公園施設に係る使用料の額について評価する。 5 点 

合計 100 点 
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   (エ) 結果通知 

選定結果は、速やかに応募法人及び応募グループの代表法人に文書にて通知することと

し、電話等による問い合わせには応じません。また、選定結果は審査講評とあわせて、本

市公式ホームページで公表します。 

(オ) 選定委員会の委員等への接触の禁止等 

応募法人等が、最優秀提案及び次点提案選定前までに、選定委員会の委員及び本市職員

に対して、本事業提案について接触を行った場合は、失格となることがあります。 

また、本指針配布日から設置等予定者決定通知日までは、応募法人等に限らずいかなる

者からの提案内容、審査内容等に関するお問い合わせには、お答えできません。  

ク 設置等予定者等の決定 

本市は、選定された最優秀提案を提出した応募法人等を設置等予定者として、また、次点

提案を提出した応募法人等を次点者として決定します。本市が設置等予定者の提出した公募

設置等計画の認定に至らなかった場合、あるいは設置等予定者と基本協定を締結するに至ら

なかった場合は、次点者が設置等予定者としての地位を取得します。 

設置等予定者の決定にあたり、本選定委員会から付帯意見を行う場合があります。 

なお、審査の結果によっては、設置等予定者、次点者の一方又は両方について、該当者な

しとする場合があります。 

ケ 公募設置等計画の認定 

   本市は、設置等予定者が提出した公募設置等計画を認定します。これにより、設置等予定

者は認定計画提出者となります。 

認定に当たっては、評価・選定のための選定委員会での意見等を踏まえ、必要に応じ、本

市と設置等予定者との調整により、設置等予定者が提出した公募設置等計画を一部変更した

上で、当該変更後の計画を認定する場合があります。 

また、認定に基づき本市が公示する公募対象公園施設の場所は、認定計画提出者以外の者

が公園施設の設置及び使用を申請することができない区域となります。 

なお、公募設置等計画が認定された場合でも、提出された計画の内容全てが必ず実施でき

ることを担保するものではありません。認定後、設計協議を進める中で、関係者等との協議

が調わなかった場合などは、計画内容を変更していただく場合があります。 

コ 契約の締結等 

本市と認定計画提出者の間で、次の契約手続き等を行います。なお、契約手続き等を行う

時点で認定計画提出者は法人格を有する必要があります。 

(ア) 基本協定 

認定計画提出者は、本市が認定した公募設置等計画に基づき、本事業の実施に関する基

本的事項を定めた基本協定を本市と締結します。基本協定の案は「別紙」のとおりです。 

(イ) 設置管理許可 

認定計画提出者は、施設の工事着手前に、公募対象公園施設及び特定公園施設の設置管

理許可を受け、認定計画提出者の負担において、整備、維持管理及び運営を行っていただ

きます。 

認定計画提出者は、事業期間終了時(設置許可等を取り消し又は更新しない場合、認定計
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画提出者が事業を途中で中止する場合も含む。)までに公募対象公園施設及び特定公園施設

を撤去し、原状回復し本市に返還していただきます。 

ただし、本市が次期事業者を選定し、認定計画提出者と次期事業者との間で、認定計画

提出者が有する権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつ、これらの譲渡につい

て本市が事前に同意した場合は、この限りではありません。 

なお、認定計画提出者が公募対象公園施設及び特定公園施設の撤去・更地返還を行わな

い場合、本市は、認定計画提出者に代わり、施設の撤去等を行い、その費用を認定計画提

出者へ請求します。 

サ 特別目的会社の設立に関する事項 

本事業の実施にあたって特別目的会社を設立することは可能です。なお、応募時に特別目

的会社が設立されていない場合は、代表法人を設置等予定者とし、公募設置等計画が認定さ

れ、代表法人が認定計画提出者となった後に、認定計画提出者の地位を特別目的会社に継承

していただくことになります。特別目的会社を設立する場合は次のとおりとしてください。 

(ア) 特別目的会社は会社法(平成１７年法律第８６号)に規定する株式会社とし、下関市内

に設立すること。 

(イ) 特別目的会社の株主総会における全議決権の３分の２を超える議決権を保有するこ

と。また、代表法人は出資者の中で最大出資比率とすること。 

(ウ) 特別目的会社の株主は、原則として公募設置等計画の計画認定期間が終了するまで

特別目的会社の株式を保有することとし、本市の事前の書面による承諾がある場合を

除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならない。 

(3) リスク分担等 

  ア リスク分担 

本事業の実施における主なリスクについては、下表の負担区分とします。なお、リスク分

担に疑義がある場合、又はリスク分担に定めのない内容が生じた場合は、本市と認定計画提

出者が協議のうえ、負担者を決定するものとします。 

表－８ リスク分担表 

リスクの種類 内容 

負担者 

本市 
認定計画 

提出者 

法令変更 

認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に影響の

ある法令等の変更による損害の負担 
－ ○ 

認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に影響の

ある法令等の変更による協定解除 
協議事項 

第三者賠償 認定計画提出者が工事・維持補修・運営において公

園利用者及び施設利用者等の第三者に損害を与えた

場合 

－ ○ 

物価 設置等予定者決定後のインフレ、デフレ － ○ 

金利 設置等予定者決定後の金利変動 － ○ 
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不可抗力※１ 自然災害等による業務の変更、中止、延期、臨時休業 － ○ 

自然災害等による協定解除 協議事項 

資金調達 必要な資金確保 － ○ 

事業の中止・延

期 

本市の責任による中止・延期 ○ － 

認定計画提出者の責任による中止・延期 － ○ 

認定計画提出者の事業放棄・破綻 － ○ 

申請コスト 各申請費用の負担 － ○ 

引継コスト 施設運営の引継ぎ費用の負担 － ○ 

施設競合 競合施設による利用者減、収入減 － ○ 

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況 － ○ 

運営費の増大 本市の責による運営費の増大 ○ － 

本市以外の要因による運営費の増大 － ○ 

施設の修繕等 公募対象公園施設及び特定公園施設 － ○ 

上記以外の公園施設（認定計画提出者が設置管理許

可に基づき設置管理している施設以外） 
○ － 

債務不履行 本市の協定内容の不履行 ○ － 

認定計画提出者の事由による業務又は協定内容の不

履行 
－ ○ 

性能リスク 業務要求水準の不適合に関するもの － ○ 

損害賠償 施設、機器等の不備による事項 － ○ 

施設管理上の瑕疵による事項 － ○ 

運営リスク 施設、機器等の不備又は、施設管理上の瑕疵並びに火

災等の事故による臨時休業等に伴う運営リスク 
－ ○ 

苦情・要望対応 認定計画提出者が設置管理する施設の利用者からの

苦情、訴訟、要望への対応 
－ ○ 

上記以外の場合  

※１ 自然災害(台風、地震等)等不可抗力への対応とします。 

(1)災害により施設が損傷した場合は、認定計画提出者で応急復旧を行ってください。 

(2)公募対象公園施設及び特定公園施設が復旧困難な被害を受けた場合は、本市が認定計画 

提出者に対して当該施設に関する業務の停止を命じることがあります。 

(3)業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても、本市は認定計画提出者の運営する 

公募対象公園施設の休業補償は行いません。 

  イ 損害賠償責任 

認定計画提出者は、本事業実施にあたり、認定計画提出者の故意又は過失により、本市又

は第三者に損害を与えたときには、認定計画提出者がその損害を、本市又は第三者に賠償す

るものとします。また、認定計画提出者の責任による事業の遅延等についても上記賠償の対

象とし、その措置については本市が認定計画提出者と協議のうえ決定するものとします。 

なお、本市は、認定計画提出者の故意又は過失により発生した損害について、第三者に対
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して賠償を行った場合、認定計画提出者に対して、賠償した金額及びその賠償に伴い発生し

た費用を求償することができるものとします。 

 

５ その他 

(1) 工事中の条件 

  ・施工中は、本市と円滑な協議が可能な施工管理体制としてください。 

・工事期間中は、周辺を通行する人や車両の安全及び周辺環境等に配慮してください。 

・工事中の騒音、振動等については、周辺に十分配慮してください。 

・認定計画提出者が設置する施設の設置管理許可、確認申請等の手続き期間も考慮したスケ

ジュール管理をしてください。 

(2) 法規制等 

公募設置等計画の内容は、都市公園法、都市計画法、下関市都市公園条例、建築基準法及

びその他各種関係法令を遵守してください。事業の実施にあたり必要な許認可の取得や手続

きは、認定計画提出者の負担により実施してください。 

(3) 事業中のセルフモニタリング 

・公募対象公園施設の営業状況、実施状況について、毎年度報告してください。 

・業務の質やサービスの向上を図ることを目的とした事業のセルフモニタリングの仕組みに

ついても検討してください。 

・本市は公募対象公園施設の財務書類の提出及び説明等を求めることができるものとします。 

(4) 本市が実施する事業との調整 

   事業期間が最長２０年と長期に渡るため、その期間に本市まちづくりの方針に変化が生じ

る可能性があります。また、本市が海峡ゆめ広場内の既存建造物等の修繕・改修その他の事

業を行う可能性があります。その場合は、本市と調整を図ってください。 


